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タイトル 

10 月 1 日から下水道使用料を改定 

～ 持続可能な下水道サービスの提供をめざして ～ 

本件のポイント 

・令和 8 年 10 月 1 日から下水道使用料を改定 

・平成 16 年以来、20 年以上据え置いてきた使用料を見直し 

・施設の老朽化対策や物価高騰などに対応し、持続可能な事業運営を確保 

・改定後も上下水道料金は北播磨地域内で最安 

説明文 

有識者や各種団体の代表者などで構成される「下水道事業経営検討委員会」か

ら提出された提言を踏まえ、経営戦略を見直しました。その結果、将来にわたり

持続可能な下水道サービスを提供するためには使用料の改定が必要となったた

め、このたび以下のとおり 10 月 1 日から下水道使用料を改定します。 

 

1 改定日   令和 8年 10月 1日（木） 

2 改定内容 

(1) 新旧下水道使用料対比表  

（新使用料の詳細は別紙とおり） 

 

 

 

 



 

(2)改定後の下水道使用料の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)今後の新料金の適用イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・10月 1日以降に新たに下水道を使用する方は、新料金になります。 

・10 月 1 日以前から継続して使用している方は、検針月によって新料金にな

る時期が異なります。 
偶数月検針･･･12月検針分から新料金  奇数月検針･･･1月検針分から新料金 

3 下水道使用料改定の背景 

(1)施設の老朽化対策 

市内の主要な下水道施設は、平成 10年代前半を中心に供用開始しており、

今後は大規模な改修が必要になります。あわせて、施設の耐震化を進めるこ

とで、大規模災害に備えます。 

(2)使用料収入の減少 

節水機器の普及や人口減少により、下水道使用料収入は減少しています。

一方で、物価や人件費は上昇しており、使用料改定を行わなければ、安定し

た下水道事業の運営が難しくなります。 

(3)20 年ぶりの改定 

前回の改定は平成 16 年で、20 年以上使用料を据え置いて事業運営を続け

てきました。今後も安定した下水道事業を運営するため、今回使用料を改定

します。 



 

(4)経営の健全化 

改定時期を先送りすると、将来的に必要となる改定額が大きくなり、将来

世代の負担が急増します。今回の改定により負担の急増を抑えながら、今後

も健全で効率的な経営に取り組みます。 

 

4 ホームページ 

https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/46/19843.html 

 
 

本案件は次の SDGs 目標に関連します。 

   

 


